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令和４年(2022 年)10 月 13 日 
 
 行政事務取扱委員 様 
 

湖南市防災士連絡会    
会長 曽我部 修    

 
 

湖南市防災士連絡会会費の予算計上および幹事の推薦について（依頼） 
 
 
平素は、防災士の活動に対してご理解ご協力賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、湖南市防災士連絡会は、各区長様をはじめとした地域のご理解ご協力のもと、

地域の防災力向上のため、事業の推進に努めているところです。 
本会は、防災士の知識・スキルアップとネットワーク構築による地域防災力の向上を

目的とし、全 43 区からの会費と、湖南市からの補助金により運営させていただいてい

ます。 
つきましては、令和５年度の各区支出予算に湖南市防災士連絡会会費として、7,000

円を計上いただきますようお願い申し上げます。 
また、各区から推薦いただいている幹事の任期が本年度末までとなっております。各

区の入会者一覧を提供しますので、本人同意のうえ、別紙様式により令和４年 12月 20

日（火）までに幹事をご推薦いただきますようお願いいたします。 
推薦にあたっては、全 43 区の幹事が集まる幹事会（偶数月第３木曜日午後７時）に

なるべく出席できる方をご推薦ください。 
各区の登録防災士数と比較して入会者の少ない区におかれましては、地域防災力向上

の観点からも、引き続き入会者の確保にご協力いただきますようお願い申し上げます。 
 
 
 

問い合わせ先 
 湖南市防災士連絡会 
  会  長：曽我部 修 TEL：090-3277-9471 
  事務局長：岸田 憲一 TEL：090-1005-5482 
  Mail：konan.bousai@outlook.jp 
 湖南市危機管理・防災課 消防・防災係 
  担当：長井 
  TEL：0748-71-2311 FAX：0748-72-2000 
  Mail：kikikanri@city.shiga-konan.lg.jp 

資料２ 
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別記様式 
 
 

湖南市防災士連絡会幹事推薦書 
 
 
下記の者を湖南市防災士連絡会の幹事に推薦します。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

令和  年  月  日             
 

 区 名                
 

 氏 名                
 
 
 
 
※幹事会（偶数月第３木曜日午後７時）に出席できる方をご推薦ください。 
※現在就任いただいている幹事の再任を妨げるものではありません。 
※新旧幹事の引継ぎ、次年度事業計画の策定のための幹事会を１月から３月に複数回、

定期総会を４月中旬の日曜日に湖南市共同福祉施設（サンライフ甲西）において開催

予定です。予めお伝えいただきますようお願いします。 
 

提出期限：令和４年１２月２０日（火） 

【提出先】 
危機管理・防災課 担当：長井 
FAX：0748-72-2000 
Mail：kikikanri@city.shiga-konan.lg.jp 
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湖南市防災士連絡会の設立経緯と趣旨について 
 
湖南市では、地域とりわけ自主防災組織に防災に関する知識を有する人材を育成し、地

域防災力向上の一助となるよう、平成 24 年度から防災士育成事業を開始、平成 30 年度ま

でに地域の防災リーダーとして活躍を期待する防災士約 260 名を養成されてきました。 
大規模地震、集中豪雨、台風の頻発等の自然災害が激増する近年、防災意識の向上とと

もに、地域の防災講座、防災訓練の企画運営等に参画する防災士も増えてきています。一

方、防災士の中には、資格は取得したが防災士個人では活動しにくい、個人でできる活動

には限界があるなどの意見も多く、防災士間のネットワーク構築が望まれていました。 
一般的に大規模な災害が発生すると、ライフライン障害、同時多発する火災などへの対

応から、公的な防災関係機関の活動能力（公助）が著しく低下し、迅速な対応は困難とな

ります。防災士を構成員とする組織については、平時のみならず災害発生時においても活

動を行うことから、行政から独立して自主運営できる自助・共助の枠組みが必要ですが、

ネットワーク化が構築できていない状況であったため、市の支援を受けて組織化に取り組

むこととなりました。 
これまで、（仮称）湖南市防災会設立に向けた地域説明会（平成 31 年１月 16 日～18

日）を７回開催し、各地域まちづくり協議会管轄区域内の区長、まち協会長に対して市内

全地域参加の必要性、設立趣旨等を説明するとともに、７つのまち協管轄区域から防災士

の代表各２名合計 14 名を委員として推薦いただき、平成 31 年２月 23 日から令和元年９

月 19 日までの間に設立準備会の会議を４回開催し、規約案等について検討を重ねてきま

した。 
このようにして、市内 43 区全区参加のもと、防災士間のネットワーク構築による情報

共有と互いのスキルアップを通し更なる地域防災力の向上を図ることを目的として、湖南

市防災士連絡会を設立しました。 
 

湖南市防災士連絡会の概要 
 

① 名  称  湖南市防災士連絡会 
② 構  成  湖南市内に在住、在勤又は在学している防災士で構成 
       なお、令和元年度以降から、新規に市の事業を活用して防災士の資格

を取得された方は湖南市防災士連絡会に加入いただきます。 
③ 活動内容  当面は、防災士のスキルアップおよび会員相互の交流および情報の

提供に関する事業を主要事業とする。 
    ・防災士のスキルアップ（防災士対象の研修・講座の実施）に関する事業 
    ・会員相互の交流および情報の提供に関する事業 
    ・推薦地域（区・地域まちづくり協議会）へ防災知識・スキルの還元 
    ・その他本会の目的を達成するために必要な事業 
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湖南市防災士連絡会規約 
 
（名称） 

第１条 本会の名称は、湖南市防災士連絡会（以下「本会」という。）と称する。 
 （構成） 
第２条 本会は、特定非営利活動法人日本防災士機構に認定された防災士のうち、湖

南市内に在住、在勤又は在学し、本会の目的に賛同した者（以下「会員」とい

う。）をもって構成する。 
（目的） 

第３条 本会は、自助、共助の原則のもと、会員の防災・減災に関する知識及び技術

の向上並びに情報交換等による相互連携を図るとともに、地域住民の防災・減災に

対する意識向上を支援することにより、地域住民の自主的な地域防災活動を効果的

に推進し、もって地域防災・減災力の向上を図ることを目的とする。 
（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 
(1) 会員の防災・減災に関する知識と技能の習得及びスキルアップに関する事業 
(2) 会員相互の交流及び次に掲げる事項に関する情報の提供に関する事業 
ア 区、自治会等の地域が実施する防災訓練、学習会等 
イ 地域の防災・減災の啓発活動 

(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業 
（役員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 
(1) 会長 １名 
(2) 副会長 ２名 
(3) 事務局長 １名 
(4) 事務局次長 １名 
(5) 会計 １名 
(6) 監査役 １名 
(7) 幹事 43 名以内 

２ 役員は、幹事会で推薦した者を総会において承認する。 
３ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
４ 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任

期満了後最初の総会が終了するまでその任期を延長することができる。 
５ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 （顧問） 
第６条 本会に、事業の実施に当たり専門的な助言又は情報提供を受けるため、顧問
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を置くことができる。 
２ 顧問は、湖南市危機管理・防災課職員の中から会長が委嘱する。 
 （役員の任務） 
第７条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 
３ 事務局長は、本会の議事を記録し、その他会務運営及び執行にあたる。 
４ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。 
５ 会計は、本会の経理を担当する。 
６ 監査役は、本会の会計を監査する。 
７ 幹事は、幹事会の構成員となり、会務を審議し執行する。 
 （会議） 
第８条 本会に、総会及び幹事会を置く。 
 （総会） 
第９条 総会は、全会員をもって構成する。 
２ 総会は、会長が招集し、年１回の定期総会を行う。ただし、会長が必要と認めた

ときは、臨時に総会を招集することができる。 
３ 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない理由

により総会に出席できない会員は、委任状（書面又は電磁的記録を含む。）の提出

をもって出席とみなす。 
４ 総会の議長は、総会において選出するものとする。 
５ 総会の議決は、出席者の過半数の賛成によるものとする。ただし、可否同数の場

合は、議長の決するところによる。 
６ 総会は、次に掲げる事項について審議決定する。 
 (1) 規約の制定及び改廃に関すること。 
 (2) 事業計画に関すること。 

(3) 予算及び決算に関すること。 
 (4) 役員の選任に関すること。 
 (5) その他総会に付議すべき重要な事項 
 （幹事会） 
第 10 条 幹事会は、第５条に定める役員をもって組織し、会長が必要に応じて招集す

る。 
２ 幹事会は、本会の運営上必要な事項について企画し審議する。 
 （会計） 
第 11 条 本会の経費は、会費及びその他収入等をもって充てる。 
 （会計年度） 
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第 12 条 本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月 31 日に終わる。 
 （会計の監査） 
第 13 条 監査役は、毎年１回本会会計の監査を行い、その結果を総会に報告しなけれ

ばならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、監査役は臨時に監査を行

うことができる。 
 （委任） 
第 14 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が幹事

会に諮り別に定める。 
   附 則 
１ この規約は、令和元年 11 月 17 日から施行する。 
２ 本会の設立初年度の役員の任期については、第５条第３項の規定にかかわらず、

令和３年３月 31 日までとする。 
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湖南市防災士連絡会役員 
令和４年９月 29 日現在 

 
  

役　員　氏　名 役　職 留任 防災士数 うち女性 入会者数
(R4.3.15)

1 三雲 太田　勝政 再 10 2 6

2 妙感寺 原田　和浩 新 3 1 3

3 吉永 福島　由美子 副会長 再 9 2 6

4 夏見 内田　潤一 新 7 1 7

5 針 中村　和広 新 4 0 3

6 ルモン甲西 髙間　茂治 新 3 1 3

7 中央 福澤　稔 再 8 0 4

8 平松 奥村　恭平 新 10 2 8

9 柑子袋 立入　寛己 新 13 0 11

10 石部東 （未定） 新 4 0 2

11 石部中央 谷口　茂雄 新 7 0 5

12 石部西 三吉　博之 新 9 1 9

13 岡出 笠井　義則 監査役 再 4 0 1

14 宮の森 有村　秀人 再 8 0 4

15 宝来坂 曽我部　修 会長 再 10 2 8

16 石部南 松原　慎二 再 8 0 8

17 東寺 黄之瀬　豊 再 8 1 5

18 西寺・丸山 竹内　孝 再 2 0 2

19 朝国 髙畑　吉雄 再 4 0 4

20 岩部東口 （未定） 5 0 2

21 岩根東 澤田　吉宏 再 6 0 5

22 岩根西 南　重利 会計 再 9 2 5

23 岩根花園 加藤　靖 再 6 0 1

24 正福寺 青木　明 新 9 1 8

25 北山台 大平　健弘 再 8 1 8

26 菩提寺 伴　喜代和 新 6 2 6

27 みどりの村 川上　昭 再 7 2 6

28 三上台 佐々木　和之 新 5 0 2

29 イワタニランド 藤本　駿平 新 7 0 6

30 近江台 粟津　寬三 副会長 再 8 4 7

31 サイドタウン 竹澤　克彦 再 9 2 4

32 下田東 西谷　淳 新 3 0 2

33 下田西 上西　豊臣 新 3 0 3

34 下田南 （未定） 3 0 2

35 下田北 谷　久仁夫 再 4 0 4

36 中山 山内　信貴 事務局次長 再 6 0 6

37 緑ヶ丘 喜多　一朗 再 5 0 5

38 大谷 築山　弘実 新 5 1 5

39 桐松 西谷　健 再 4 0 2

40 堂の城 村田　和博 新 3 0 2

41 湖南工業団地北 野中　敦史 新 12 0 11

42 湖南工業団地中 望月　惇二 再 5 1 5

43 湖南工業団地南 岸田　憲一 事務局長 再 7 1 7

44 市外在住（在勤者） 7 1 5

合計 283 31 218

構　成　区　名
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令和４年度における湖南市防災士連絡会の主な事業 
 

（令和４年９月 29 日現在） 
５月～ 普通救命講習会 
新規に防災士となられた方、前回の救

命講習受講から５年以上が経過した会員

等を対象に、５月から継続して普通救命

講習会を実施しています。 
「応急手当普及員」の資格を持つ会員

により、９月末現在で累計 44 名に対し

てＡＥＤの操作を含む心肺蘇生法を習得

させることができました。 
本事業は 11 月まで継続して実施予定

です。 
 

 
８月 27 日（土）甲西北中学校防災フェスタ参加 

８月 27 日に甲西北中学校で開催され

た防災フェスタを協賛し、参加しまし

た。 
正福寺付近における過去の災害について

のパネル展示および市が保有するテント

型の間仕切りや段ボールベッドの展示を

行い、実際に組み立てる講習を行いまし

た。 
地域および学校との連携・協働を深め

ていくうえで、会としても大きな収穫を

得ることが出来ました。 
また、会で作成したベストを着用し、

防災士連絡会の知名度向上を図ることも

できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
現在実施中・実施予定のもの 

(1) オンライン会議アプリ（Zoom）操作研修会 
(2) スキルアップ研修会（自衛隊滋賀地方協力本部による講演等）  


